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1． 調査団員氏名 

 
第一回現地調査 

 担  当 氏  名 所   属 

(1) 総括 多田 知幸 
独立行政法人国際協力機構 
無償資金協力部実施促進監理室 
調査役 

(2) 業務主任 / 給水施設計画 石井 信行 日本テクノ株式会社 

(3) 施工計画 藤島 正治 
三井共同建設コンサルタント 

株式会社 

 

第二回現地調査 

 担  当 氏  名 所   属 

(1) 総括 木野本 浩之 
独立行政法人国際協力機構 
無償資金協力部業務第三グループ

水資源・環境チーム チーム長  

(2) 業務主任 / 給水施設計画 石井 信行 日本テクノ株式会社 

(3) 施工計画 藤島 正治 
三井共同建設コンサルタント 

株式会社 

 

国内業務担当団員 

 
担  当 氏  名 所   属 

(1) 入札図書  内山 昭彦 日本テクノ株式会社 

(2) 積算 宮内 浩司 日本テクノ株式会社 

(3) 照査技術者 鈴木 孝明 日本テクノ株式会社 
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2． 調査工程 

 
第一回 調査行程 

日数 日 付 活 動 内 容 宿泊地 

1 2 月 19 日 （日） 東京発－ジャカルタ着 ジャカルタ 

2 2 月 20 日 （月） 公共事業省 (Ministry Public Works：Cipta Karya) にてインセプシ
ョン・レポート及びミニッツ案について説明・協議  ジャカルタ 

3 2 月 21 日 （火） JICA インドネシア事務所打合せ、日本大使館表敬、官団員帰国 ジャカルタ 

4 2 月 22 日 （水） 公共事業省打合せ、詳細内容及び調査日程を検討協議 ジャカルタ 

5 2 月 23 日 （木） 公共事業省打合せ、インドネシア気象地理地質協会(BMG)協議 ジャカルタ 

6 2 月 24 日 （金） 現地建設関連団体に関する調査、政府統計及び建設物価の入手 ジャカルタ 

7 2 月 25 日 （土） 資料整理、サイト現況調査準備 ジャカルタ 

8 2 月 26 日 （日） NTT 州クパン県へ移動 クパン 

9 2 月 27 日 （月） NTT 州居住・地域インフラ局、 PDAM 表敬及び協議 クパン 

10 2 月 28 日 （火） タルス現況調査（配管ルート踏査、施設用地確認） クパン 

11 3 月 01 日 （水） クパン県公共事業局協議、BMG クパン観測所協議、資材単価調査 クパン 

12 3 月 02 日 （木） 工事資材単価調査、クパン県公共事業局協議、資料収集 クパン､スラバヤ 

13 3 月 03 日 （金） クパン県保健センター協議、発電所調査、工事資材単価調査 クパン､スラバヤ 

14 3 月 04 日 （土） 工事資材単価調査、PDAM 協議、収集資料整理 クパン､スラバヤ 

15 3 月 05 日 （日） ジャカルタへ移動 ジャカルタ 

16 3 月 06 日 （月） 団内会議、現地建設関連団体に関する調査 ジャカルタ 

17 3 月 07 日 （火） 建設市場関連調査、現地建設関連会社聞取り調査、中間報告書作成 ジャカルタ 

18 3 月 08 日 （水） 公共事業省打合せ、建設関連団体に関する調査、工事資材単価調査 ジャカルタ 

19 3 月 09 日 （木） 中間報告書作成、NTB 州ロンボク県マタラムへ移動 マタラム 

20 3 月 10 日 （金） クランジ･バジュール現況調査（配管ルート踏査､施設建設確認） マタラム 

21 3 月 11 日 （土） ドマン(上･下)現況調査（配管ルート踏査、施設建設用地確認） マタラム 

22 3 月 12 日 （日） 資料整理、団内会議･日程調整 マタラム 

23 3 月 13 日 （月） NTT 州居住･地域インフラ局、東西ロンボク県公共事業局、及び東西
ロンボク県 PDAM 合同協議、資料収集 マタラム 

24 3 月 14 日 （火） バギクパパン・セラパラン現況調査（配管ルート踏査､施設用地確認） マタラム 

25 3 月 15 日 （水） 西ロンボク県公共事業局及び PDAM 協議、工事資材単価調査 マタラム 

26 3 月 16 日 （木） 東ロンボク県公共事業局及び PDAM､保健センター協議 マタラム 

27 3 月 17 日 （金） 藤島デンパサｰルへ移動、西ロンボク県保健センター､PDAM 協議 マタラム､デンパサｰル

28 3 月 18 日 （土） ドマン(上･下)現況調査、東ロンボク県 PDAM 協議、資材単価調査 マタラム､スラバヤ 

29 3 月 19 日 （日） 工事資材単価調査、石井ジャカルタへ移動、収集資料整理 マタラム､スラバヤ 

30 2 月 20 日 （月） 公共事業省協議、JICA インドネシア事務所協議、工事資材単価調査 マタラム､スラバヤ 

31 2 月 21 日 （火） 藤島ジャカルタへ移動、公共事業省協議、工事資材単価調査 ジャカルタ 

32 3 月 22 日 （水） 保健省･他ドナー動向調査、統計資料･上位計画資料収集 ジャカルタ 

33 3 月 23 日 （木） 現地コンサル･商社に関する調査、建設会社の工事保険に関する調査 ジャカルタ 

34 3 月 24 日 （金） 公共事業省協議、JICA インドネシア事務所協議、団内会議 ジャカルタ 
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35 3 月 25 日 （土） 団内会議、収集資料及び精算資料整理、報告書作成準備 ジャカルタ 

36 3 月 26 日 （日） 収集資料及び精算資料整理、報告書作成 ジャカルタ 

37 2 月 27 日 （月） 公共事業省 DG 協議、収集資料整理、団内会議、報告書作成 ジャカルタ 

38 2 月 28 日 （火） 公共事業省協議、収集資料整理、報告書作成 ジャカルタ 

39 3 月 29 日 （水） 公共事業省報告、JICA 帰国報告、日本大使館表敬 ジャカルタ 

40 3 月 30 日 （木） ジャカルタ発－東京着  

 
 
第二回 調査行程 

日数 日 付 活 動 内 容 宿泊地 

1 9 月 3 日 （日） 東京発－ジャカルタ着 ジャカルタ 

2 9 月 4 日 （月） 
公共事業省 (Ministry Public Works：Cipta Karya) にて事業化調査
成果概要書及びミニッツ案について説明・協議、 JICA インドネシア
事務所打合せ、日本大使館表敬 

ジャカルタ 

3 9 月 5 日 （火） 公共事業省と協議 ジャカルタ 

4 9 月 6 日 （水） ミニッツ調印、JICA インドネシア事務所、日本大使館報告、ジャカ
ルタ出発 ジャカルタ 

5 9 月 7 日 （木） 東京着  
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3． 相手国関係者リスト 

 

■ 公共事業省  
Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya, Direktoral Pengembangan Air Minum 

（Ministry of Public Works, Directorate General Cipta Karya, Directorate of Water Supply Development） 
 

 Ir. Agoes Wijanakp, MURP Director General of Directrate General Cipta Karya Ministry of Public Works 

 Ir. Poedjastanto Soemardono Director of Water Supply Development 

 Ir. Tamin M.Zakaria Amin Chef of Sub-Directorate Area II Section (Eastern Indonesia) May 2006 

 Ir. Sardjono, MM Chef of Sub-Directorate Area II Section (Eastern Indonesia)  September 2006 

 Neman Suharta, BE, SE Staff of Area II Section (Eastern Indonesia) 

 
■ 東ヌサトゥンガラ州 居住･地域インフラ局 
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggata Timur（Dinas Settlement & Regional Infrastructure of NTT） 

 
 Ir. Pieter Djami Rebo, MSi Director of Dinas Settlement & Regional Infrastructure of NTT 

 Ir. Andreas Wellem Koreh Chef of Settlement & Spatial Plan Sub-Dinas & Regional Infrastructure of NTT 

 Ir. Fransiskus Pangalinan Chef of Water Management Performance Development Temporary Working Unit  

 Yosef Rasi, S. Sos. Chef of Employee Affairs Sub-Section 

 Laurents Chef of Administration Section 

 Waluyo Technical Staff, Water Management Performance Development Temporary Working Unit 

 

■東ヌサトゥンガラ州 クパン県 公共事業局・ PDAM 等 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang （The Government of Kupang District） 

 
 Drs. Ibrahim A. Medah Governor District Kupang 

 Ir. M. Syahrun Nurawi Chef of Water Resources Development Dinas District Kupang 

 F. Pandie Chef of Water Supply and Drainage, Water Resources Development Dinas District Kupang

 Marthen Bekuliu,SH Chef of Administration Section, Public Works Dinas District Kupang 

 Drs. Masya Djonu Director General of PDAM (District owned Water Supply Enterprise) District Kupang 

 Geon Gregorius Chef of Design & Supervision Section, PDAM District Kupang 

 M.G. Achyari Chef of Technical Supervision Sub-Section, PDAM District Kupang 

 Dr. Ari Wijana,Sp Chef of Tarus Community Health Center 

 P.C. Didit H.S. Deputy of Design Manager, PLN (State owned Electricity Enterprise) Kupang Branch  

 
■ 西ヌサトゥンガラ州 居住･地域インフラ局 
Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggata Barat（Dinas Settlement & Regional Infrastructure of NTB） 

 
 Ir. Lalu Darmawan Sub Director of Dinas Settlement & Regional Infrastructure of NTB 

 Ir. Made Drestanegara Chef of Settlement & Urban Development Sub-Dinas  
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 Rrs. Rivai M, ST Chef of Working Unit of Water Supply and Waste Water Management 

 Ir. Wayan Sukendra Administration Assistant 

 Laurents Chef of Administration Section 

 Nasiruddin Chef of Personal Sub-section 

 

■ 西ヌサトゥンガラ州 西ロンボク県 公共事業局・ PDAM 等 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Barat（The Government of West Lombok District）／PDAM Lombok Barat 

 
 Moh Athar Chief of Cipta Karya, Sub-Dinas West Lombok District  

 Srijiono Chef of Environmental Sanitation Section, Sub-Dinas West Lombok District 

 Syahrul SA Staff of Cipta Karya, Sub-Dinas West Lombok District  

 Drs. Lalu Tasrin Maladi President Director PDAM West Lombok District 

 Faesal, BE Chef of Technical Section, PDAM West Lombok Distric 

 

■ 西ヌサトゥンガラ州 東ロンボク県 公共事業局・ PDAM 等 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Timur （The Government of East Lombok District）／PDAM Lombok Timur 

 
 Moh Jamaludin Chief of Cipta Karya, Sub-Dinas East Lombok District  

 Ir. Mohammad Isra, MBA President Director PDAM East Lombok District 

 Jarno, ST Chef of Technical Section, PDAM East Lombok Distric 

 Lalu Muh. Jauhari, S. Sos Chef of Finance Section, PDAM East Lombok Distric 

 

■ 類似プロジェクト（IBRD、GTZ-KfW） 
 

 Ir. Supriyanto Head of Sub-directorate Medical and industrial Waste  

 Ir. Imam Chief of monitoring and Evaluation WSLIC-2 （IBRD） 

 Ir. Donal Simanjuntak Staff of water and sanitation from ProAir（GTZ-KfW） 

 Ellie Staff of water and sanitation from ProAir（GTZ-KfW） 

 

■ 在インドネシア日本国大使館・ JICA インドネシア事務所 
 

 土井 智史 在インドネシア日本大使館  一等書記官 

 清原 宏眞 在インドネシア日本大使館  二等書記官 

 花里 信彦 JICA インドネシア事務所 副所長 
 大原 克彦 JICA インドネシア事務所 企画調査員 

 岩井 伸夫 JICA インドネシア事務所 所員 

 嶋崎 敏明 JICA 専門家（給水管理） 
 比嘉 盛賢 JICA 専門家（給水管理） 
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5．　討議議事録
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5． 事業事前計画表 

 

１．案件名 

インドネシア国 東西ヌサトゥンガラ州地方給水計画 

２．要請の背景 

(1) 我が国が当該国に対し援助することの必要性・妥当性  

インドネシアは、貿易・投資等の面で我が国と密接な相互依存関係を有し、我が国にと

って政治・経済面において重要な存在であること、２億人にのぼる人口規模を有し、

ASEAN 諸国の中核となる国として東南アジア経済の発展と安定のため重要な役割を担

ってきていること、従来より貧困撲滅、地域格差是正等のため多大な援助需要があった

ことに加え、97 年のアジア経済危機の影響によって社会経済情勢が不安定化し、現在は

小康状態にあるものの、適切な経済改革の遂行及び新たな状況への対策を通じ、経済の

回復と民生の安定を図ることが課題となっていること等を踏まえ、我が国の二国間援助

実績（98 年までの累計）でインドネシアに対して第１位の援助を実施している。 
                          
(2) 当該プロジェクトを実施することの必要性・妥当性  

インドネシア国においては貧困削減と社会の基本ニーズの充足が重大な課題として挙げ

られており、第７次国家計画（2000-2004）においても健康な生活環境を目指し都市･地

方部で衛生的な水供給を行うことが同計画の開発プログラム中で重要分野として掲げら

れている。本協力対象事業地域である東西ヌサトゥンガラ州は同国の中でも最貧地域と

評価されており、住民の約50-60％が安全な水を享受しているにすぎない。その他の住民

は手掘りの浅井戸、湧水、雨水等を利用しており、衛生上の問題や乾期の枯渇の問題を

抱えている。同地域の乳幼児死亡率は東ヌサトゥンガラ州がインドネシア国で最も高く

なるなど衛生面の改善の緊急性が高い状況となっている。そのため、本プロジェクトを

実施する意義は高い。  

３．プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクトの全体計画の目標（裨益対象の範囲および規模） 

東西ヌサトゥンガラ州の３県において６村落６システムの給水施設を建設することによ

り、住民に安全で安定した量の飲料水を供給することが継続的に確保される。 

(2) プロジェクト全体計画の成果 

・プロジェクトの運営体制が整備される。  

  ・給水施設が建設される。  

(3) プロジェクト全体の主要活動 

  ・各県公共事業局にプロジェクトチームを結成し、人員を配置する。  

  ・プロジェクトチームは対象村落の運営・維持管理支援を行う。  

  ・各戸給水施設を建設する。  

(4) 投入（インプット） 
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・日本側（ =本案件）：無償資金協力 1.96 億円 

・相手側  

   プロジェクト実施に必要な人員（各県公共事業局職員プロジェクトチーム要員） 

   各戸給水施設の建設資機材 

   各戸給水施設の建設に係る費用および給水施設の運営・維持管理費用  

(5) 実施体制 

実施責任機関：インドネシア国 公共事業省  

実施監督機関：東ヌサトゥンガラ州居住・地域インフラ局  

西ヌサトゥンガラ州居住・地域インフラ局  

実施機関：クパン県公共事業局、西ロンボク県公共事業局、東ロンボク県公共事業局 

運営機関：地方水道公社（PDAM）と村落に設立された水利用者組合 

４．無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 

東西ヌサトゥンガラ州の３県の６村落 

（西ロンボク県クランジ、バジュール、ドマン、東ロンボク県バギクパパン、セラパラ

ン、クパン県タルス） 

(2) 概要 

・ 対象村落６村落、６システムの給水施設建設、ただし各戸給水施設を除く  

・ 運営・維持管理に関する啓蒙活動についての技術指導  

(3) 相手国側負担事項 

・  給水施設建設に必要な用地の確保 

  ・  各対象村落までの工事用道路の建設 

・ 各戸給水施設建設  

・ 衛生教育および運営維持管理に係る啓発活動  

・ 技術指導に係る指導者確保  

(4) 総事業費 

概算事業費 2.09 億円（日本側 1.96 億円、インドネシア国側 0.13 億円） 

(5) 工期 

日本政府の無償資金協力によって実施される場合の必要な工期は、詳細設計、入札期間

を含め約 15 ヶ月を予定 

(6) 貧困、ジェンダー、環境および社会面の配慮 

本案件により水へのアクセスが改善され女性・子供の労働時間が軽減されることが期待

される。 

5．外部要因リスク 

① インドネシア政府の村落給水事業の維持管理に係る実施体制や基本政策に変更がない。

② 給水施設建設後、県公共事業局職員、水利用者組合、PDAM による運営・維持管理体制

が継続される。 

③ 大規模な千魃が発生せず、水源に十分な水が確保される。 
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6．過去の類似案件からの教訓の活用 

 運営維持管理の持続性確保を重視し、基本設計対象村落を以下の基準から選定した。 

 ①年間を通して、安定した給水量と飲料水に適した水質が得られる水源が存在すること。

 ②住民に支払い意志・能力があること。  

 ③その他運営維持管理に問題がないこと。 

対象村落への給水施設の維持管理に関する啓蒙・普及活動が不十分であると、住民による

運営維持管理が持続しない。このため、実施機関が住民支援を直接行いモニタリングも行

う体制とした。プロジェクトの成功率を高めるために実施機関のプロジェクトチーム強化

のソフトコンポーネント支援を行う。 

7．プロジェクト全体の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成示す成果指標 

 2003 年（実施前） 2011 年（実施後） 
裨益人口＊ 約 0 人 約 20,000 人 

＊安全で安定した水量の飲料水を裨益する人口 

(2) その他の成果指標 

・対象地域住民の水因性疾病の減少  

・婦女子の水汲み労働が緩和される。  

・プロジェクトチームの衛生教育・運営維持管理指導能力が向上する。  

  ・住民啓発活動のより、受益者による給水施設の運営維持管理能力が向上する。  

(3) 評価のタイミング：2011 年以降 
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CM 方式による事業実施要領 
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6． CM 方式による事業実施要領 

 

 
 
1. CM 方式の実施体制（枠組み） 

 
CM（Construction Management）方式は、1960 年代に米国で始まった建設精算・監理システムの

1 つであり、コンストラクション・マネージャー（ CMR）が技術的な中立性を保ちつつ発注者の側

にたって、設計・発注・施工の各段階において設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質

管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部又は一部を行うものである（「CM 方式活用ガ

イドライン」国土交通省監修 平成 14 年、大成出版）。 ピュア CM 方式、アットリスク CM 方式の

定義等については資料-01 を参照。 
 
1-1. CM ピュア方式かアットリスク方式か 
 
一般無償資金協力事業における CM 方式実施を想定する場合、E/N に明記されている一般無償資金

協力のタイド条件を考慮すると、発注者（被援助国）が現地専門業者と直接契約を締結するピュア

型 CM 方式は制度上困難であることから、CMR（邦人企業）が現地専門業者と契約を行うアットリ

スク型 CM 方式を選択するのが妥当である。 
 
1-2. CMR と本邦コンサルタントの起用 
 
これまで従来方式で行われていたコンサルタントによる監理業務と、施工業者による管理業務の重

複を避け、CM 方式の導入に適した事業の監理体制を再構成することが、施工体制の簡素化を達成

のための要件となる。 CM 方式では CMR が施工監理の中心的な役割を担うが、入札業務における

透明性の確保と無償資金協力事業という特殊性から、入札監理業務と支払監理業務については、本

邦コンサルタントを起用する。コンサルタントの起用に関する検討は資料-04 を参照。 
 
1-3. 本邦コンサルタントを起用する場合の選定方法 
 
本プロジェクトでは、コンサルタント選定の選択肢として、①基本設計･詳細設計を実施したコンサ

ルタントと、②事業化調査を行ったコンサルタントの２通りがある。「技術的一貫性の確保」や「期

限内の円滑な実施」の点で上記 2 案の優劣は付け難いが、本実施段階での監理業務をスムーズに推

進できるか否かが選定のポイントとなると考えられ、②事業化調査を行ったコンサルタントの採用

が妥当と考えられる。コンサルタントの選定方法に関する検討は資料-25 を参照。 
 
1-4. ソフトコンポーネントの取扱い 
 
ソフトコンポーネントはコンサルタント業務とされるのが通常であり、CM 方式による事業実施に

おいてもコンサルタント業務として位置づけることが可能であるが、本事業化調査での CM 方式導

入においては、ソフトコンポーネントを CMR の業務に含め、CMR が自らのソース、本邦からの補

助要員、もしくは現地専門業者を用いて実施することも検討対象となる。ソフトコンポーネントの

実施主体としては、(1)基本設計･詳細設計調査実施コンサルタント、(2)事業化調査実施コンサルタ

ント、(3)CMR、(4)JICA（社会科学系の専門家派遣等）の４つの選択肢が考えられる。 この４つ

の選択肢に関して「施工との統一性」「実施主体としての位置づけの明確さ」の 2 つの軸による図（資
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料-06 参照）を作成し、検討した結果、ソフトコンポーネントの実施主体は CMR とするのが最も妥

当であると判断される。 
 

1-5. JICA の役割 
 
CM 方式の実施体制における JICA 側の役割は、従来どおり、月例進捗報告書(月報)の確認、設計変

更に係る確認･コメント･受領、突発的事象（事故・災害等）に係る対応等の「事業の実施促進業務」

となる。詳細については資料-07 を参照。 
 

1-6. CM 方式による事業実施体制 
 
本事業化調査における CM 方式の実施体制は、JICA、先方政府機関、コンサルタント、CMR、及び専門業

者により構成され、下図のようになる。 
 
 

 
2. E/N、無償資金協力ガイドライン、A/M の変更の要否 
 
2-1. E/N の変更の要否 
 
CM 方式には下記のピュア方式とアットリスク方式がある。一般無償資金協力のタイド条件（E/N
に明記されている）との整合性を考慮すると、アットリスク方式を選択するのが妥当である。ピュ

ア方式はアンタイドとなり、制度上実施が困難となる。アットリスク方式とすることにより、現地

政府機関との契約関係が生じるコンサルタントと CMR はいずれも本邦企業であるため、E/N のタ

イド条件には抵触せず、E/N 条文の変更は必要ない。 
 
2-2. 無償資金協力ガイドラインとの整合性 
 
コンサルタントの役割が入札関連業務と施工監理業務の双方となる場合には、「無償資金協力ガイド

ライン」の内容と齟齬が生じない。他方、コンサルタントの役割を入札関連業務のみとし、施工監

理は CMR の責任とする場合には、「無償資金協力ガイドライン」に定められたコンサルタントの業

務内容から変更が生じることとなる。別紙（資料-04,23）に示す如く、コンサルタントの施工監理

業務の範囲として、入札関連業務と一定の監理業務（支払監理等）を含むことが妥当と判断される

ため、本事業における無償資金協力ガイドラインとの整合性に問題はない。 
 
 

先方政府機関 

CMR 
（本邦企業） 

専門業者 

（現地企業） 
専門業者 

（現地企業） 

専門業者 

（現地企業） 

コンサルタント 

（本邦企業） 

入札関連業務 

出来形監理（スポット監理） 

契約

契約

JICA 

実促業務 

実施状況調査 

監理
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2-3. A/M（Agreed Minutes）の変更の要否 
 
資料-09 の表に示すとおり、無償資金協力ガイドラインの内容について、CM アットリスク方式の採

用について、若干の齟齬がある。但し、A/M に「except where such procedure are inapplicable or 
inappropriate」という例外を認める記載があるため、定型化されている A/M を変更する必要がな

い。上表の如き若干の修正であるため、CM アットリスク方式を前提とした調達方式にかかる合意

を Record of Discussions 等で確認を行うのが妥当と判断される。 
 

3. 積算方法 

 
3-1. CM 方式における積算方法 
 
無償資金協力事業における CM 方式を実施する場合には、CM 方式に合わせた積算ガイドラインの

整備が望まれるが、未だ整備されていない現状にあっては、現行制度下で最も妥当な積算方法の検

討が必要となる。CM 方式による事業費の積算方法については、1) 既存の積算ガイドラインをベー

スに CM 方式に合致した修正を行う方法、2) 現地専門業者からの見積り徴収による方法、3) ロー

カルコンサルタントの積算を用いる方法等が考えられる。本事業化調査では、既存の積算ガイドラ

インをベースとして CM 方式に合わせた修正を行う方法が妥当と判断される。詳細については資料

-10 を参照。 
 
3-2. 本事業化調査における費目構成 
 
CM 方式による無償資金協力事業の費目構成については、「基礎研究報告書」で検討されているコス

ト構成をベースとし、CMR とコンサルタントの施工監理業務の役割分担に関する検討結果（資料

-21,22）を加味した検討を行った結果、本件の事業化調査（東西ヌサトゥンガラ州地方給水計画）の

基本設計調査概要に記載される費目は下表の構成が妥当と考えられる。 
 

本事業化調査 概算事業費の費目構成 一般無償事業該当費目 

1) CMR フィー ① CMR フィー 
一般管理費及び 

施工監理費の一部に該当

② CMR 人件費 現場管理費に該当 

③ 共通仮設費 共通仮設費に該当 

④ 下請工事費（注１） 直接工事費に該当 

⑤ CMR 直営工事費（注１） 直接工事費に該当 

⑥ 施工監理費（入札監理・支払監理を除く） 施工監理費の一部に該当

CMR との契約費 

2) CMR コスト 

⑦ 予備費（注２） 計上しない 

ソフトコンポーネント費 ⑧ ソフトコンポーネント費 ソフトコンポーネント費に該当

コンサル契約費 3) 施工監理費 
⑨ 施工監理費 
（入札監理・支払監理等のスポット監理） 

施工監理費の一部に該当

 
注１： ④下請工事費、及び⑤CMR 直営工事費については、選定される CMR の選択によるため、CMR 選定前に厳密

な区分を行うのは困難である。 
注２： 予備費については、無償資金協力事業下では制度上の位置付けがなく、現段階では取扱いが困難と予想さ

れるため計上しないこととした。 
 
3-3. 施工管理費等の精査 
 
CM 方式による無償資金協力事業の事業費積算においては、その CM 方式による事業形態に見合っ
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た積算とするにはコンサルタントと CMR に分散する施工監理費について各々の役割（資料-04,24
参照）に沿った配分を行う。従って、施工監理費に該当する金額は CMR フィーとコンサルタント

施工監理費に分散することとなるが、事業費の積算の際には、費目・費用の重複等がないよう精査

が必要となる。また、共通仮設費、現場管理費、一般管理費についても重複や欠落のないよう精査が行

い、CM 方式により実施体制に沿った適正な積算を行う。詳細については資料-10 を参照。 
 
3-4.  本事業化調査における積算方法と要求品質 
 
本事業化調査における CM 方式は、一般無償資金協力事業の枠組みの中で実施され、従来方式と同

等の品質を目指した施工と監理の実施を求めることから、積算方法についても、従来方式と同様に積

算ガイドラインに基づいた費目を計上することが妥当と判断される。 従って、基礎研究報告書に「CM
方式導入に向けての提言」として挙げられている「要求品質の緩和」（P6-6）については特別な措置を

加えないこととする。 
 

4. CMR の選定方法 
 
4-1. CMR の選定方法 
 
CMR の選定方法としては、①事前資格審査付競争入札、②プロポーザル方式、③JICA による推薦、

の 3 通りの案が考えられるが、現行の無償資金協力の制度的枠組みの範囲内で考えた場合は、CMR
としての業務実施能力や技術者の資質、能力については事前資格審査基準において規定して入札を

行う方法、すなわち①の事前資格審査付競争入札が妥当と考えられる。 
 
4-2. CMR 選定の PQ 方針（案） 
 
CMR 選定に際して入札参加資格の事前審査（P/Q）を行うこととなるが、P/Q 基準の検討に際

しては、なるべく多くの応募が得られるよう参加資格事前審査項目を検討することが必要であ

る。入札参加資格の基準とその設定根拠及び評価基準については、資料-13 の表に示す設定が

妥当と判断される。また、下記の 2 点に関する考慮した事前審査が妥当となる。 
 
＜建設業法許可の要否＞ 
CM アットリスク方式は、請負契約の面と準委任契約の両面を併せ持つため、CMR は建設業法の許

可と建設コンサルタントの登録を共に有するのが望ましいが、無償資金協力事業など海外事業に

おいては、相手国法令に従うのが原則であり、E/N 雛形及び無償資金協力ガイドラインにも、

基本的に国内法の適用を受けるという記述はない。従って、本件ＣＭＲの参加資格として必ず

しも建設業法上の登録を必要としないと判断される。  
＜JV 編成の可否＞ 
建設業法の許可を受けている商社などには、実際上工事監理が困難な場合も想定されるため、工事

監理の可能な建設業者やコンサルタント企業と JV を組んで応札が出来るよう JV 編成を可とする。

JV 編成での応札を認めることにより、一定の競争性を広げることが可能である。 

 
4-2. CMR 選定における予定価格の仕方  
本事業化調査における CM 方式による無償資金協力事業の積算は、既存の積算ガイドラインをベー

スに CM 方式に合わせた修正を加味した積算方法が妥当である。本件の場合は入札関連業務に従事



資料 6-5  

するコンサルタントが、従来のガイドラインを活用して、CM 方式に合致した費目構成、最新の資

材単価･労務単価等による修正等を加えて積算を行う。入札予定価格は、コンサルタントが作成した

積算金額に基づき、全ての契約金額の合計が E/N 供与限度額を超えないよう設定する。想定される

事業化調査積算から入札価格設定までのフローについては、資料-14 を参照。 
 

5. 現地専門業者の選定方法 
 
5-1. 現地専門業者の選定方法 
 
現地専門業者の選定方法として、(1)現行の施工業者選定の入札に準じた事前資格審査付の競争入札、 
(2)選定方法に規定は設けず CMR が随意に選定、(3) 入札図書に規定された選定方法に従った CMR
による選定、(4)技術プロポーザルと価格による総合評価により選定、の 4 種が考えられる。これら

を検討した結果、(3)「入札図書に規定された選定方法に従った CMR による選定」が妥当と判断さ

れる（資料-17 を参照）。具体的な選定手順は以下の通りである。 
＜以下の手順にて選定＞ 
① コンサルタントは、LPJK に加盟する 3 団体（AKI、GAPENSI、及び AKAINDO）に登録されている企業

から現地専門業者を選定するよう技術仕様書（現地専門業者選定の条件や留意事項）を取り纏め、

CMR 選定の入札図書に記載する。 

② CMR は、入札図書に記載された技術仕様書等の規定に基づいて、本プロジェクトの工事を実施する

現地専門業者を選定し工事契約を締結する。 

③ CMR は、現地専門業者の選定に関する報告書を作成し、選定された業者の LPJK 加盟団体の登録証

明書を添付して、施主、JICA 及びコンサルタントへ提出する。当該報告書の記載内容については入札

図書に示された要求事項を明記する。 
 
5-2. 現地専門業者の活用に伴うリスクへの対応 
 
インドネシアの公的業界団体に所属していない地方部の建設業者は、資金繰り、工程管理、品質管

理のいずれにおいても充分ない対応を行い得る状態になく、CMR がこの業者と契約を行った場合に

は工事不履行のリスクが非常に高くなる。現地専門業者の工事不履行リスクへの対応は以下の通り

とする。 
 
(1)  CMR による現地専門業者の選定においては、インドネシア現地の公的業界団体（AKI、
GAPENSI、AKAINDO）に所属する業者を前提とする。（詳細について資料-15､16 参照） 
 
(2)   本事業に関わる履行保証及び遅延損害に対する保証を考慮してリスクを最小限とするが、これ

らの保証は事後処理に対する保証であるため、基本的に事前のリスク回避に重点を置く。 
 
(3)  事前のリスク回避として、CMR が策定する施工監理指針の中に現地専門業者の組織強化や工

程管理、品質管理等の重要管理項目について具体的な手法を盛り込むことを入札図書に明記し、

CMR からのリスク回避のための提案についても有効性が確認できるものについては柔軟な対応が

出来るよう配慮する。 
 
上記の 3 項目は、現地専門業者の工事不履行リスクを回避･低減の対応であり、個々の具体的な措置

については、CMR 選定における入札設計図書の中で記載して行く。 
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5-3. CMR と現地専門業者の契約形態 
 
CM 方式により無償資金協力事業を実施する場合の現地専門業者の選定方式については、CMR 自ら

のリスク･責任において、入札図書に規定された選定方法に従って行われる（資料-17）のが妥当で

あると考えられる。CMR と専門業者との間の契約金額や精算方法については JICA や発注者は立ち

入らないこととなるが、下記の手続きを通じて、CMR－現地専門業者の契約についてコンサルタン

ト及び JICＡ側で一定の確認が可能と考えられる。 
 

 現地専門業者の選定に当たっての条件や留意事項を CMR 選定の入札図書に規定する。 
 入札図書の規定に基づき、CMR は選定基準を明確にし、選定プロセス・選定結果に関する文

書を作成して入札監理を行うコンサルタントと JICA へ提出する。 
 
6. CMR との契約書 

 
6-1. CMR の業務範囲 
 
CM 方式による事業実施では、従来方式の無償資金協力事業においてコンサルタントが実施している施工

監理業務は CMR が主体となって行い、コンサルタントは入札監理や支払監理などをスポットで行い、設計

変更業務などを含めて CMR へのサポートを行ってゆくことになる。 CMR の業務の概要は以下の通りある。

詳細については、資料-24 を参照。CMR の業務範囲については入札図書に記載する。 
 
＜CMR の業務＞ 

時期 監理事項の主要内容･細目 CMR の役割 
 現地専門業者の選定 選定及び選定結果報告書の作成･提出 

 専門業者作成の施工計画の取纏め 設計図書の確認、サイト状況を確認、施工計画書の取纏め 
必要に応じて施主、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ及び JICA への閲覧に備える 

 工程管理、品質管理、出来高･出来形管理、
安全衛生管理、コスト管理の検討 

左記を「施工監理指針」として取纏める 
必要に応じて施主、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ及び JICA への閲覧に備える 

施工前 

 サイト･トランスファー(S/T) S/T 立会い･現場確認 

 現場管理の実施 
専門業者間の調整・クレーム対応、各種工事の施工計画の
確認･調整、工程／出来形に関する確認･調整左記の施工
監理を実施する 

 下記内容の月例報告書を作成･提出 月例報告書を作成し施主、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ及び JICA へ提出する

 設計変更関連 
工事進捗に伴い発生する設計変更への対応

要請レターの取付け 
変更に関わる技術的な妥当性の検討 
設計変更内容の JICA による承認後、当該変更内容に関わ
る専門業者への指示 

 無償資金協力調査員による実施状況調査 調査への対応 

 
施工中 

 中間検査 検査の実施、報告書の作成、及び施主、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの提出

竣工時  竣工検査 検査の実施、報告書の作成、及び施主、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの提出

 引渡し式（竣工式） 式典準備 
竣工後 

 瑕疵検査 検査実施、瑕疵の補修、報告書作成 

 
6-2. CMR の契約形態 
 
アットリスク方式による無償資金協力事業の契約形態として、「コスト＋フィー方式」と「ランプサ

ム方式」の 2 つが考えられる。この２つの契約形態を比較検討した結果、CMR との契約をランプサ

ム契約とし、現地専門業者との契約については CMR の随意とし、契約については JICA 及びコン

サルタントへ報告することが、最も現行の制度になじみやすいと判断される。（詳細については資料

-19 を参照） 
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E/N 額の制限により工事費の上限が定められている無償資金協力での CM アットリスク方式におけ

る CMR の契約形態として、コストプラスフィー方式は予備費の計上が困難であることなど、無償

資金協力の制度下では困難と考えられ、現行制度と同じであるランプサム契約が妥当と考えられる。 
 
6-3. CMR への契約金支払い条件 
 
CM アットリスク方式を採用する場合、従来方式の施設建設案件と同様の契約となるため、その支

払条件は従来ケースを適用することが可能である。ソフトコンポーネントの支払い条件については、

通常の無償資金協力事業においては施設建設とは別の支払い条件とされており、CM アットリスク

方式においても施設建設とは別の支払い条件とすることが妥当である。詳細については資料-20 を参

照。 
 
6-3. 履行保証と前払保証 
 
一般プロジェクト無償においては請負業者から履行保証、前払い保証を取り付けおり、CMR から履

行保証、前払い保証を取り付けることが妥当と考えられる。 本事業化調査の場合、資料-12 で検討

の通り CMR 業務に参入可能な企業体としてコンサルタント会社の参入も考慮に入れている。しか

しながら、コンサルタント企業が CM アットリスク方式の CMR を行った前例は少なく、一般に建

設工事に必要なリスクを取ったケースはないと考えられる。 
 
＜コンサルタントが CMR となった場合の履行保証／前払い保証＞ 
履行保証の引受機関として、損害保険会社、銀行、保証事業会社等の金融機関がある。銀行の場合、

対象工事の規模に対する各コンサルタント企業の規模等によって、与信審査をするため、履行保証、

前払い保証の取得に時間を要する可能性がある。銀行の場合は、各コンサルタント企業、工事規模、

カントリーリスク等を勘案するため、保証料については一定ではない。 
 
保証事業会社の場合は、公共工事を円滑に施工することに寄与することを目的として設立されてい

るため、コンサルタント企業でも比較的容易に取得することが可能である。資料-21 の試算結果から、

建設会社・総合商社と比べて比較的財務体質が弱いと思われるコンサルタント企業でも、一定の工

事規模であれば、保証事業会社の契約保証料の支払いが可能である。詳細については資料-20 を参照。 
 
＜現地専門業者に対する履行保証／前払い保証＞ 
現地専門業者に対して履行保証や前払い保証の取得を規定し開示を求めることは、現地専門業者の

破綻へのリスク対応の一つとして考えられるとともに、選定プロセスの透明化を図る効果も期待で

きる。現地専門業者の履行保証や前払い保証に関する考察の結果、「現地専門業者の履行保証や前払

い保証等の取得については CMR の任意とし、CMR が行う現地専門業者の選定基準・選定経緯に関

する報告の中でその状況を開示する方法」が妥当であると判断される。保証金額については現地専

門業者との契約当事者である CMR 自身により、必要な保証内容、保証金額、保証料の吟味精査を

行うものとする。 
 
6-4. 業者契約書等に関する雛形からの変更の要否  
CM アットリスク方式（ランプサム契約）における CMR と施主との契約書は、従来方式と同様の

契約であるため、施設案件に係る標準業者契約書に準拠し、必要となる CMR に関する記載や追記

等を行い、標準業務契約書の修正は必要最小限度に留めるものとする。また、JICA 報告等に際して

適切な形態の文書が必要となるが、無償資金協力事業における書式雛形（フォーマット）に準拠し、必要に
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応じて修正を適宜行うのが妥当と判断される。 具体的な記載内容については入札図書にて詳細を決め

ることとする。条文の修正や追加、削除の要否に関する検討結果は資料-22 を参照。 
 
7. 施工監理体制 

 
7-1. コンサルタントの監理業務の範囲 
 
CM 方式の導入の大きな目的の一つである「施工体制の簡素化」を達成するには、CMR の自主監理

が可能な業務を CMR の役割へ移行させ、コンサルタントの参画は、以下のスポット監理とするのが

妥当と判断される。 
 
＜コンサルタントによるスポット監理業務＞ 

 業 務 内 容 スポット監理（渡航回数）

着工前 1) サイト･トランスファー 現地にてサイト･トランスファーの実施 1 回 

施行中 2) 中間検査／支払監理 出来高 50%及び 85％の中間検査と支払い関連業務 2 回 

竣工時 3) 竣工検査／支払監理 出来高 100%の竣工検査と支払い関連業務 1 回 

竣工後 4) 瑕疵検査 検査実施・報告書作成  1 回 

スポット監理（渡航回数）計 5 回 
 

7-2. CMR との役割分担 
 
CM 方式による事業実施では、CMR が施工監理業務の中心を担い、コンサルタントは入札監理や支払監

理などをスポットで行い、設計変更業務などを含めて CMR へのサポートを行う。 施工監理の主要内容と

CMR 及びコンサルタントの詳細な役割分担については、資料-23,24 を参照。 
7-3. 設計変更の取扱い 
 
設計変更への対応には、コンサルタントが施主の代理人として変更の必要性や技術的な妥当性の確

認を行うため、設計変更へ遅滞なく対応できる時期にコンサルタントの現地派遣が可能な体制が望

まれるが、設計変更の発生時期や回数が予測困難であることから、渡航経費等の算出と設計監理費

への計上が困難である。 
 
資料-25 の検討の結果、設計変更の取扱いについては、「原則として CMR が行い、大幅な設計変更

については、CMR とコンサルタントが行う。CMR は現地状況の確認及び変更の必要性や技術的な

妥当性の検討を行い、その確認をコンサルタントが国内にて行う」のが妥当と判断される。コンサ

ルタントは、CMR からの報告を受け、変更の必要性や技術的な妥当性、変更に伴う金額の査定等の

検討を行い、CMR へのサポートを行う。CM 方式に係る設計変更のプロセスについては、資料-26
を参照。 
 
7-4. 要求品質について 
 
3-4.「本事業化調査における積算方法と要求品質」に記載したとおり、本事業化調査における CM 方

式は、一般無償資金協力事業の枠組みの中で実施され、従来方式と同等の品質を目指した施工と監

理の実施を求めることから、積算方法についても、従来方式と同様に積算ガイドラインに基づいた

費目を計上することが妥当と判断される。 従って、基礎研究報告書に「CM 方式導入に向けての提

言」として挙げられている「要求品質の緩和」（P6-6）については特別な措置を加えないこととする。 
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7-5. 品質管理と月例報告 
 
従来の無償資金協力では、施工中に月例報告書を作成し施主及び JICA への提出が義務付けられて

おり、CM 方式による事業実施においても、品質管理や工程管理を含む工事進捗に関する月例報告

は重要である。 従来方式と同様な位置付けで月例報告を実施してゆくこととなるが、月例報告書の

作成・提出が CMR により実施される（資料-24「施工監理の主要内容と CMR 及びコンサルタント

の役割分担一覧」を参照）ことから、月例報告の作成･提出が CMR への過度の負担とならぬよう、

月例報告の記述内容を明確化し、入札図書に記載しておく必要がある。 CMR 候補が「コンサルタ

ント業務の手引き」の内容に精通しているとは限らないことから、入札図書に要求事項を明記して

おく。 
 
7-6. 竣工検査と瑕疵検査 
 
竣工検査については、コンサルタント及び施主側代表者の立会いの下で CMR が実施する。CMR は

竣工図書を含む報告書の作成･提出を行い、コンサルタントは竣工検査に関わる最終支払い関連業務

を実施する。 瑕疵検査については、第 3 者の立場からの確認を重視してコンサルタントの監理業務

とするのが妥当と判断される。 
 
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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